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1．研究の ね らい

　 「格差社会化 」が進行 して い ると言われる中で 、
「子 ど もの 貧困」 の 問題 が指摘 され始めて い る。

不登校問題 に つ い て も、家庭 の 劣悪な社会経済的

背景に起因 して 怠学傾向や非行傾向 の 見られ る 不

登校に注 目が集まっ て い る。こ の タイ プを保坂

（2000）は脱落型不登校と命名 した。

　振り返 っ て みれば 1980年代か ら 1990年代 に か

け て 、不登校 は 優等生 の 息切れ型、神経症型が 主

た る タ イ プ と され、対応策が 図 られ て きた （学校

の 心 の 居場所化、ス クール カ ウン セ ラー
の 導入。）

　本報告で は、ある地域 で の 詳細なデ
ー

タ分析 か

ら、現状で は脱落型不登校 が一
定数を占めて い る

こ とを明らか に した上 で、そ の 認知が社会的に進

み 、不登校支援の在 り方に新たな側面が加わ りっ

っ あるこ とを報告す る。

　最後に、過 去 に も脱落型不登校が
一

定数を占め

て い た 可能性 が高い こ とを示 した上 で、それにも

か か わらずなぜ 90 年代になっ て強化 された不登

校対策が神経症型を範型 と して対応策が図られた

の か を批判的に検討 ずる。

【リサーチ クエ ス チ ョ ン 】

  現在の 不 登校 （長期欠席） は どの よ うな質 の 問

題 で あるか。「複合的な背景1 で 生じるとされる こ

とが多い が、そ の 中に い わ ゆる 「脱落型 」 不登校

は どの程度 占め て い るの か。（現状の 実態把握）。

  こ の こ とが社会的 に認知され て、不 登校支援の

あり方は どの よ うに変化 して きたか
。

  経年変化 で 見た場合、脱落型不登校は近年にな

っ て急激に増加 した と考え る べ きか。それとも こ

れまで も
一

定数を占め続 けたと考えるべ きか 。

  も し脱落型不登校が過 去 にも
一定数を占め て い

たとする と、なぜ そ の実態が看過され、神経症型

不登校を範型 として 不登校対策が構想されたの か 。

小学校欠席調査 は、対象となっ た県内 16校の 小学

校 にお い て 1999年度か ら2003年度ま で、中学校

欠席調査は、対象となっ た県内 8 校 の 中学校にお

い て 2000 年度か ら2004年度ま で 、全児童生徒 の

5年間の 欠席を出席簿か ら調査 した。

結果 （図表 は 当 日）

  学年進行 で 出席状況は よくなっ て い く。（小 1
の 17．6％ に対 し、中 3 の 44．5％ が皆勤 で ある 。 ）

  一
部欠席を増やす もの が い る。（二 極化 と中 1

ギ ャ ッ プ現象。）

  学校間格差が ある 。 （生徒指導上 の 落ち着い た

学校 と荒れた学校。）

  年間欠席30 日では とらえきれな い 多欠席群 が

存在する。（年間 10日で みる と小中学校 ともにお

よそ 1割。 ）

【欠席調査 2 】縦断調査 （2007 年度実施）

（1 ）　’亅、蓐皇室交

　2006 年度に卒業 した小学 6年生 633 名 （7校）

を対象 として、6年間すべ て の 欠席を調査 した。

その 際、学級担任 か ら社会経済的要因 （就学援助

等）に っ い て の 情報を得た。なお、こ の 社会経済

的要因があ っ て 10 日以 上欠席 して い る もの を 「脱

落型」 の 多欠席とした。

結果

  全体 ： 欠席調査 1 と同様の 結果が得 られた。

  「脱落型」多欠席 ：調査対象の 児童 の 中で社会

経済的要因を抱え る児童は 633人中58 人 （約 9％）

で あ っ た。この うち小 6の 時点 で 10日以上 の 欠席

をして い た児童は 59人、うち 「脱落型 」 多欠席 は

35 人 （約 60％）になる。さらに 30 日以上 の 長期

欠席で は 「脱落型」 不 登校 は 77％ に もな る （表は

当 日）。

2 ．「脱落型不登校」 の現状

脱落型不登校の実態を明らか にするた め に、A

県にお い て 下記の 2 っ の 調査を実施 した。

【欠席調査 1】横断調査 （2005 ・06年実施）

（2 ）中学校

2006年度に卒業した 3年生 202名 （2校）を対

象 として 、3 年間すべ て の 欠席を調査 した。そ の

際、学級担任 か ら社会経済的要因 （就学援助等）

につ い て の 情報を得た。なお 、こ の 社会経済的要
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表 1　 学級担任か らみ た社会的経済的要因 （中学校〕

調査 対象で ある全生徒 202人 中 3 の 欠席 日数が 10 日以上 26人

うち社会経済的要因を抱える生 徒 87人 うち社会経済的 要因を抱え る生徒 20人

（％ ） 43．1％ （％ ） 76．9％

表 2　欠席日数ごとに 占め る社会経済的要 因 を抱 えた生徒の 割合

0 日　　　　 1−4日　　　　5−9 日　　　10−19日　　 20−29日　　　30日 〜

中 3　　　　　　 67人 83人 26人 13人 2人 11人

うち社会 経 済的要 因　　　 18人 35人 14人 9人 2人 9人

出現率　　　　　　26．9％ 42．2％ 53．8％ 69．2％ 100．0％ 81．8％

因があっ て 10 日以上 欠席 して い るもの を 「脱落

型 」 の 多欠席とした。

結果

  全体 ： 欠席調査 1 に比 べ て 、中1 か ら中3 に か

けて 皆勤の もの が 減 っ て い る。郡部 の 小 規模
・
少

人数 の 中学校 （1 校）が社会経済的要因の 調査 が

で きずに調査対象か ら除かれ、都市部の 中学校 （2

校）だけに なっ たためと考えられ る。

  「脱落型」 多欠席 ：調査対象 の 生徒 の 中で 社会

経済的要因を抱える生徒は 202人中87人 （約 43％）

で あっ た。中3 の 時点で 10 日以上 の欠席を して い

た生徒は 26人、うち 「脱落型」多欠席は 20人 （約

77％）になる （表 1）。さらに 30H 以上 の 長期欠

席で は 「脱落型」 不登校は 82％ に もな る （表 2）。

考察 ；経済格差の視点を入れた調査研究の 必要性

　貧困問題は、高度経済成長期以前に は教育学研

究の 主要な関心事で あっ た。文部省の 『公立小学

校、中学校長期欠席児童生徒調査』（19．53−59）が

そ の 代表的なもの と言えよう。そ こ で は理由別 に

加えて 保護者の 職業別などの 集計があり、社会経

済的要 因 か らの 分析 が な され て い る 。 こ こ か ら就

学援助体制 が 整えられて 、長期欠席率 の 減少 に つ

なが っ た と考え られ る。

　近年の 二極化論争に よっ て 、日本社会 の 貧困層

が注目され、さらに は子 どもの い る家庭の 貧困問

題が取り上げ られ る ようになっ て きて い る。 数少

ない 先行研究で は、児童相談所 の 浅野房雄 （1990）

が、小学校にお い て 欠席が多い 児童に は経済状態

が厳 しい家庭が多い こ とを報告 して い た 。 また、

福祉現場から池谷秀登 （2008） は、都内の ある自

治体では、要保護世帯か ら 1割以上 、お よ び準要

保護世帯か ら 3％以上の 不登校児童生徒が出て お

り、
一

般世帯 の 出現率を大 きく上回る こ とを明ら

かにして い る。

　今後 は こ うした経済格差を切 り 口 に した長期欠

席、不登校調査が必 要 になっ て くる だろ う。同時

に こ うした視点 か ら、2008 年度か ら全国で 活用事

業が始ま っ た ス ク
ー

ル ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー

の 実践

が 注 目され る。

3 ．不 登校の捉え 方の変化 とス クール ソ
ー

シ ャ ル

ワーカー活用事業

　文部科学省が 2008 年度 に実施 した 「ス ク
ー

ル ソ

ー
シ ャ ル ワ

ーカー
（以下 SSWer ）活用事業」 に よ

っ て 、全国の 約 350 地域に SSWer が 配置される こ

と となっ た。こ こで は、不登校支援の 中で重要な

ア ク タ
ー

となりつ つ ある SSWerに 関し 、 下記 の 3

点につ い て検討する。

  SS鴨 r 活用事業は 文部科学省の 不 登 校 の 捉え方

の い かなる変化 の もとで 実施に至 っ たの か。

  SSWer制度は各自治体に お い て どの よ うな形で

導入 され たの か。

  各 自治体は SSWer制度 を導入す るにあた り、子

どもたちの 置かれた状況につ い て、どの よ うな認

識 をもっ て い た の か。また、SSWer を導入する こ

とで支援の 枠組み は どの ように変化 した の か。

  文部科学省の 不登校の 捉え方

　文 部科学省に お け る SSWer 活 用 事業の 推進役

で あっ た岡本泰弘 は、岡本 （2008） にお い て 活用

事業 の 導入経緯にっ い て の 認識を述 べ て い る 。 以

下 に その 概要を記す 。

　近 年増加傾 向 を示 すい じめ、不 登 校、暴力行為、

児童虐待に 関す る問題の 背景 には、家庭の 問題や、

発達障害 の 疑い な どで 医療的なケア を必 要 とす る

ケース が 目立 っ よ うにな っ て きて い る 。 そ の た め、

子 どもたちの 問題行動につ い て は、従来 の 「心の

問題 」 と ともに、家庭や友人関係な ど さま ざまな

環境の 問題 が複雑に絡み合っ て い る と考え られ る。

そ こで、学校内外の 枠を超 えて多様な関係機関な
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ど との 「つ な ぎ」 役の で き る、コ
ー

デ ィ ネーター

的な 存在 と して 、SSWer に期待 し て い る。

　期待す る SSWer の 職務 と して は、  問題を抱え

る児童生徒がお か れ た 環境 へ の 働きか け、  関係

機関等との ネ ッ トワ
ー

クの 構築 ・連携 ・
調整、 

学校内 におけるチ
ーム 体制 の 構築 ・支援、  保護

者、教職員等 に対す る支援 ・相談 ・情報提供、 

教職員等 へ の 研 修活 動の 5 つ が 挙げられる。これ

らの 職務を遂行す る上で は、教育と福祉の 両面に

関する幅広い 知識 ・技術をもつ 者 が SSWer と して

ふ さわ しい と考えてい る。

　以上 の 言明か らは、文部科学省 にお け る不 登 校

の 捉 え方 に 2 っ の 変化 が あっ た と考えられ る 。

　第
一

に、不 登 校児童 ・生 徒 に 対 し、「心 の 問題 」

へ の 支援 にとどまらず、家庭環境に対する福祉の

視点 を もっ た働 きか けの 必要性 が 認識 され て い る。

　第二 に、ス クー
リン グ ・サ ポー

ト・ネ ッ トワ
ー

ク （SSN）整備事業か ら継続 した流れ として 、学

校外 の 関係機関との連携に よ る、チーム で の 支援

が 目指 され て い る。 ただ し SSWer 活用事業で は、

連携 の 対象 として 、児童相談所や福祉事務所など、

適応指導教室にとどまらない よ り幅広い 連携機関

が想定 され て い るこ とが新たな特徴 となる。

  各自治体における SSWer制度の導入 に つ い て

　配置形態につ い て は、多くの 自治体で 、教育委

員会、教育事務所、中学校区 に SSWer を配置 し、

学校 か らの ニ
ーズ が あ っ た際に学校に 派遣す る

（派遣型）とい う形態をとっ て い る。

　人材と して は、社会福祉 士、精神保健福祉士 と

い っ た福祉の 専門家に加 え、臨床 心 理士 や教職経

験者 な ど、自治体に よ っ て さま ざま な人 々 が

SSWer と して 活用され て い る 。

  各自治体の状況認識と支援の枠組み の変化

　 こ の 課題につ い て検討す る ために、SSWer制度

を導入 した 3 つ の 自治体をとりあげ、事例報告 を

行 う。

　とりあげる 自治体は、西 日本の A 自治体、関東

の B 自治体 ・C 自治体で あ る。イ ン タ ビ ュ
ー

調査

の 実施時期は、2008 年 3E 〜2009年 3月 で あ る。

　イ ン タ ビュ
ー

対象者は、A 自治体 で は都道府県

レベ ル 教育委員会 の 担当指導主事と制度の 導入 に

携わっ た SSWer の ス
ーパ ーバ イザ

ー
、　B 自治体で

は 、SSWer を派遣 し、ス
ーパ ーバ イ ザ

ー
的な役割

を担 っ て い る教育相談セ ン ター
の 担当心理技術職

員、C 自治体 で は、都道府県 レベ ル 教育委員会の

担当指導主事と派遣型 SSWerで あっ た。

　各自治体に お ける SSWer は 、 学校配置型 の 並行

実施もあるもの の 、い ずれの 自治体も派遣型で の

配置が、数の 上 で もメイ ン で あっ た 。

D 子ども達が置かれて いる状況へ の認識

【A 自治体】

　経済的な格差が大きい とい う地域特 1生があ る。

学校現場にお い て も、金銭的な問題につ い て 扱わ

ねばならない 場面が こ れ ま で に もあ っ た が、学校

関係者に とっ て話題 に しづ らい 問題だ っ た。同時

に、「遊び型非行」 へ の 対応が課 題 となっ て い た。

多職種 （警察、弁護士 、臨床心理 士など）で連携

をとりっ っ 対応を進 める中で、これま で とは異な

る対応 の 必 要性 が感 じ られ て きた。 以 上 の
、 金銭

的な問題 へ の 対応、「遊び型非行」 の 未然防止 ・初

期対応 の 重要性 か ら、家庭 の 問題 に も着手 で きる、

福祉的支援の 必要性 に注目した 。

【B 自治体】

　A 自治体と同様、経済的格差 の 大きい 地域特 陸

をもち 、 家庭の養育力が低く、養育ネグ レク トと

もい える状況があ る。これまで、学校で 生 じる 子

ども達の 問題 に関 して は、教育相談セ ン タ
ー

が主

体的に取 り組 ん できたが、家庭や子 ども本人から

の 申し込 みがない と動くこ とが で きなか っ た。実

際には、地域特陸的な問題か ら、学校や関連諸機

関の 依頼 で 動 くべ き場 面 も多 く、機 関連携の あ り

方を見直す必要性を感 じて い た。

【C 自治体】

　ス ク
ー

ル カ ウン セ ラー（以 下 「SC 」と表記）が 、

学校内の 相談室におけ る 「待ちの 姿勢」 の カ ウン

セ リン グ にお る対応 で は解決 で きない 問題が多く、

家庭訪問や関係機関 との 連携を試行錯誤す る中で、

既に ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

ク的な対応を行 っ て い た。し

か し実際には、SC が学校 の 外 に出る活動 は、「校

長の 許可の 下、単独で はない 形 で行わなければな

らない 」とい う制約があ り、SC の 枠組み で は対応

しきれない 問題が多い と感 じ られ て きた。

2）各自治体の支援の 枠組みの変化

【A 自治体】

　SSWer は、社会福祉 士 の 有資格者が最も多く、

精神社会福祉士 、臨床心理士 が続 く。彼 らは小学

校をフ ィ
ー

ル ドとして 福祉的支援を行 っ て い る 。

新 しい 職種が学校に入 り、ア ウトリーチする こ と

で 、掘 り起 こ せ た問題が多 くあ っ た。

【B 自治体】

　社会福祉 士 の 資格を 持つ 教員 OB と臨床 心 理 士

が SSWer として稼働 して い た。問題解決の 枠組 み

自体の 変化 は なか っ た もの の
、

こ れまで 本人や家

庭 か ら の 問題 提 起 を待 た ね ば な ら なか っ た ケ
ー

ス

へ の 家庭訪問も含め た 対応が容易にな り、機関連
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携、っ ま り支援ネ ッ トワ
ー

ク の 強化ももた らした 。

【C 自治体】

　もともとSC が 機能 して い た 地域で あ り、既 に、

地域で の 支援ネ ッ トワーク が構築され、機能して

い た と考えられ る 。 しか し、そ の ネ ッ トワ
ー

クの

利用 に は、SC とい う立場 で は積極的な関わ りをも

っ こ とが、制度上、困難で あり、それが SSWer制

度の導入によっ て、解決 された とい うこ とができ

る。つ ま り、支援 の 枠組み自体は、人 の 動き方も

含めて 変化 して おらず、SC と SSWer の 役割が明

確化された と考え る こ とがで き る。SSWer は、全

て SC 経験者 の 臨床心理士 で あ っ た。

　以上 の よ うに SSWer の 導入 に よ っ て 、問題解決

に 向けた支援の ネ ッ トワーク化 が促進 され た とい

え る。もちろ ん SC が配置され て い た従来の 体制

で も こ うしたネッ トワ
ー

ク化の 動 きは見られた が、

そ うした事例で も新たな職種 へ と名称 が 変更され

た こ とで 、ネ ッ トワ
ー

ク化の 動 きが制度化 された

とい えよう。

4 ．地域 で 支え る不 登校問題
一
子 ども家庭支援セ

ン ターの 機能、配慮を要する家庭へ の 支援
一

　不登校問題 に 対する認識が変化する中で 、児童

福祉の 領域に お い て もこの 問題 に積極的に関与 し

て い こ うとする動きが見 られ る。たとえば 「不登

校」 には 「家庭生活 に起因するもの 」があ る と考え

られ るが、こ の うち、配慮を要する状態や症状を

示 す保護者 の 存在 に つ い て は、教育機関だけの 支

援 で は 限界 が ある こ とが ある。

　特 に虐待が 疑 わ れ る揚合に は 、地域の 中で 「子

ど も家庭支援ネ ソ トワ
ー

ク」 の 構築が求められ て

い る 。 福祉や保健な どの 「教育」 の 周辺 の 機関 と

連携し、それぞれ の 機関 の 機能 を 生 か して 、そ の

家庭の 抱える課題 に取組ん で い くこ とが必 要とな

っ て きて い る。

　配慮を要す る家庭の 場 合は、問題 も多様 で 複雑

で あるが、支援策 も多様にある。連携が で きる機

関の 機能を理解する と と もに、役割分担の明確化

も求 め られ て い る 。

　 こ こ で は、東京都 の 子 ども家庭支援セ ン ター
の

取 り組み状況につ い て報告する。

福祉審議会 にお ける審議経過 よ り）

　 こ れ に よ り、一
次相談機関 と して子 ども家庭 セ

ン ターが位置づ けられ、二 次相談機関の 児童相談

所との 役割分担 の 整理 が行われた
。 現在都 内 で は、

各区市町村 に 1 か所程度の 「子ども家庭支援セ ン

タ
ー

」 が設置 され て い る。

　子 ども家庭支援セ ン ターの事業の うち、要支援

家庭サポー
ト事業は、配慮を要する家庭に対 して

見守 りや虐待防止 に 向けた相談 ・指導な どを行 っ

て い る。

　また、平成 16年の 児童福祉法改正 以降、虐待を

受けた 子 ど もをは じめ とする 「保護を要する子 ど

も」 に関する情報の 交換や支援を行 うための 協議

の場 と して、「要保護児童対策地域協議会」が各自

治体 に設置 される こ とになっ た。東京都で は 子 ど

も家庭支援 セ ン ターが、ケ
ー

ス 受理 会議や 基本調

査、関係機関 との 連絡を行 い 、ネ ッ トワーク会議

を主催 してい る。

  子 ども家庭支援セ ン タ
ー

の 不登校問題へ の 対応

　2009 年 7 月に、都内の 3 つ の 子 ど も家庭支援セ

ン タ
ー

にお い て イ ン タ ビュ
ー

調査を行い 、不 登校

問題の対応事例に っ い て伺 っ た 。 以下 に 3 つ の 事

例に つ い て報告する。 なお、各事例は個人情報に

配慮 して 修正 を加 えて い る。

【事例 1】小学 5年の A 子 さんは、半年以上登校

して い な い。担任が母親 （母子家庭）に何回連絡

を入れ て も 「学校に行 くとい じめ に あ う」 と事実

で な い こ とを繰 り返 し主張する。家庭訪問を して

も、被害的な こ とをまく した て、話 し合 い に なら

なか っ た。その 時、夏なの に 雨戸を締め切 っ て い

た こ とが 気 に な り、校内会議 を経て 子 ど も家庭支

援セ ン ターに 相談 を 行 っ た。

⇒ 経過や母親の 言動 か ら、 精神疾患を疑 い 児童相

談所 、保健所にもネ ッ トワ
ーク会議に参加を要請。

⇒ 母親 は要医療状態と判断 され、実家の 親が保護

者となり、精神科病院へ の 入 院を検討。合わせ て

A 子 さん は児童養護施設に保護 され る こ とにな っ

た。今 で は施設 の 子たちと元気 に地元の 学校に通

っ て い る。母親の 症状 の 回復を待っ て再統合が計

画 され て い る 。

  子ども家庭支援セ ン タ
ー

の 役割

　東京都では、平成 6 年 に 「子 ども家庭支援シ ス テ

ム 」をっ くる こ との 重要1生が指摘された。そ して 、

平成 13年に は児童虐待問題 も含め、地域で 発生す

る問題 は まず身近な機 関で あ る 区市 町村が主体 と

なっ て 、関係機関との 連携に よ り対応して い く体

制を確立 して い くこ とが求 め られ た。（東京都児童

【事例2 】　 小学校 1 年生の B 夫くん。入学式 の

日だけ母親と
一
緒に 登校 したが、そ の後登校で き

て い ない 。学校か ら相談を受けた際に、母親が精

神科 の 疾患を持 っ て お り、また離婚 して い るこ と

が 分 か っ た。担任 とソ
ー

シ ャ ル ワ
ーカーが家庭訪

問をお こ なっ た。
⇒ 母親は 子 ど もを学校に 行か せ た い が、朝は 自分
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の 調子 が悪 く、送 りだせ ない 状態 に あ っ た。ま た

B 夫君も母親の そ ばを離れた が らない こ とが分か

っ た。更 に、充分に食事を作 っ て あげられない こ

とを嘆い て い た。
⇒ 精 神障害者 に 対す る家事援助サービ ス や区の ボ

ラ ン テ ィ ア制度を組合 せ、家庭生活支援の 仕組み

を考えた 、 B 夫君は ま だ 週の 半分くらい しか登校

で きない が 、放課後遊 べ る友達が で きたようだ。

【事例3 】　 C 区は主任児童委員が地域の パ イ プ

役になっ て い る。担当地区の 学校 に まめに顔を出

して は、校長たちと情報交換を行 っ て い る。
一

方、
子 ども家庭支援セ ン タ

ー
とも月に

一
回は連絡会が

行われ、情報の 共有や見守りの 報告 が 行われる。
虐待 の 疑い や不登校 の 問題に つ い て も、「学校だけ

で はなく地域の 問題 」 として 意見交換を積極的に

行い 、早期発見
・
早期対応に努めて い る。ただ し、

すべ てに対応 で きて い る わけで は ない。

5 ．児童福祉関係機関 に おける不 登校相談事例の

増加

　前節 で み た よ うに東京都 で は 子 ども家庭支援セ

ン タ
ー
事業の 必 要性が 平成6 年に指摘 され翌年か

ら開始 され て きた。 そ して、平成 16年 の 児童福祉

法の 改正 により児童相談が 区市 町村の 業務 と して

明確化され た の を機に機能充実が図 られ 、 要保護

児童 に対する支援ネッ トワ
ー

クの 中核機関と して

役割が拡大 して い る 。

　不登校問題は 「育成相談」 の 1 つ として位置づ

けられて い る。東京都福祉局少子社会対策部 が平

成 17年 3月に 発行した『子ども家庭支援セ ン タ
ー

ガイ ドライ ン 』で は、不登校問題 の 変質に つ い て

下記 の 指摘が ある。

「不登校 につ い て は、各教育委員会に お い て 、教

育相 談 の 実施、ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

の 配 置、適

応指導教室 の 整備 等 の 対策が と られ て い ます。こ

れ ま で 、不 登 校相談 へ の 対応 は、保 護者 や 子 ど も

の 心 理 的 ・教育的な支援 が 中心 とな っ て き ま した。

しか し、不 登 校 の 背景 には、心 理 的 ・教育的な問

題 だけ で は な く、家族 や 家庭の 環境に 関する 問題

も多 くあ ります 。
こ の た め、不登校 で あれば直ち

に 教育相談等 につ なげば良い と短絡的に結論 を 出

さず に、背景をきちんと分析 し、どう支援す べ き

か 判断 してい ます。ケース の 状況により、カウン

セ リン グは教育相談や ス クー
ル カ ウン セ ラーが行

い 、家族や家庭環境 に関す る調 整は セ ン タ
ー

が行

うな ど、役割分担を行 う必要 が あ ります。

　長期欠席や い わ ゆ る引 き こ も りに っ い て も、精

神疾患や児童虐待が 背景となっ て い る場 合 が あ り、

子 どもの 状況や家庭の 問題等を把握 したうえで の

対応 が必 要 で す。」

　子 ども家庭支援セ ン タ
ー

などの 児童福祉 関係機

関で 不 登校問題 に対応する事例 も増えてい る。 近

年 の 都内児童福祉関係施設で の 不登校相談件数の

推移は下記 の 通 りで あ り、不登校相談率は急増し

て い る。

表 3　都内児童福祉関係施設で の 不登校相談件数の

推移

不登校

相談件数

不 登校数

（小 ＋中）

不 登校

相談率

平 成 17 721 9232 7．8％

平 成 18 1090 9776 11」％

平 成 ↑9 1549 9923 15．6％
「区市町村児童家庭相談統計」 「学校基本調 査」 よ り作成

6 ．脱落型不登校の経年変化

　以上に見 て きたよ うに、現状に お い て脱落型不

登校が一定数 を占め、彼 らに対す る支援に福祉的

対応が 強化 され つ つ ある。 それは教育委員会内部

に お い て SSWer の 配置が なされた り、児童福祉機

関の 対応が拡充され るなどの 動き と し て現れて い

る。

　だ が 、我々 は脱落型不登校が近年 に なっ て増加

し、そ れ に 応 じて 対応 に 変化が み られ る と考えて

は な らない よ うに 思 われ る。社会格差の 問題や子

ど もの 貧困の 問題 が 以前 か ら存在して い た の と同

様 に、脱落型不登校 の 問題 も以前 か ら存在した 。

　 こ の こ と を示す資料 として 「児童生徒の 問題行

動等生徒指導上 の 諸問題に関する調査」 の 登校拒

否 （不登校）調査 の
一

部 として 調査 され て い る 「不

登校状態が継続 して い る理由」 を用 い る （表 4 。

詳細なデ
ー

タは 当日配布）。

　選択肢 の うち、「不安など情緒的混乱 」は神経症

型不登校に、「あそ び ・
非行」は脱落型不登校に相

当す る と考え られ る。また、「無気力」 には両方の

型 が 混在して い ると考えるこ ともで きる し、脱落

型とみなす こ とが で きるか もしれない 。

　1988年度か ら 2005年度まで の 変化を見ると、
「複合」 の 増加が 2003 年度まで 顕著で ある。「不

安など情緒的混乱」はそれ ほ ど大きな変化はない 。
ま た、「遊 び ・

非行 」 は む し ろ 90 年代初頭 ま で の

方が多い 。さら に、当初は 「無気力」 が か な りの

割合を占め て い た。

　 こ の 表 か ら明 らか なの は、本統計が取 られ 始 め

た 当初 か ら、神経症 型 不登校 と分類 し うる 不登校

（登 校拒否 ） は
一

部 に すぎず、当初か ら脱落型 不

登校が
一

定割合を占めて い た こ とで ある。
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表 4 　不登校状態が継続して い る理由の 経年変化 （％ 、抜粋）

学校生活

上 の 影響

あそび

・
非行

無 気 力
不安など

情緒的混乱

意図的な

　拒否
複合 そ の 他

1990 7．7 19．9 28．1 23．2 4．4 12．9 3．9

1995 9．7 13．0 25．5 249 4．5 19．6 2．8

2000 7．8 13，3 20．9 24」 5．2 24．4 4．3

2005 74 9B 23．1 29．8 5．3 199 4，8

各年度の 「児童 生 徒の 問題 行動等生徒指導上の 諸問題 に 関す る調査」 よ り作成

7．1990年代 の 不 登校対策 に 対する枇判的検討

　 1980年代後半か ら 90 年代初頭 に か けて の 不登

校 （登校拒否）問題をめ ぐる議論で は、学校ス ト

レ ス か らくる神経症型不登校が典型 とされた。そ

れ に 基づ い て 心理的対応 の 必要が叫ばれ、学校 の

変革が求められた、そもそも不登校 は、学校基本

調査 の 長期欠席の 分類名では、平成 9年度まで 「学

校ぎらい 」 であ っ た。

　平成 4年の 調査研究協力者会議報告書が出され

た当時、不登校 ・登校拒否は、神経症的不登校が

典型的なタイプであるとの 理解が支配的で あっ た。

それは、教育相談にあた る相談員か らも、不登校

経験者や支援者か らの ク レ イ ム 申 し立て に よっ て

も、そ の よ うな問題 と して 理解 され て きた の で あ

っ た。

　脱落 型不 登 校が 社会的 に認知 され 始 め た 現段 階

か ら振 り返 っ て み れ ば、90年代 の 不 登 校問題 の 捉

えは、1 つ の 社会的構築物で あ っ たと言 うこ とが

で きる。そ こ で は脱落型不登校は ほ とん ど看過 さ

れ、対応策の 方針策定に は 反映 されなか っ た。

　諸外国で は、不 登校問題 は む しろ怠学閤題 とし

て理解され、対応 が検討されてきた。

　た とえば、イギリス で は 、2007年 6 月に ブラ ウ

ン 首相が、それま で の 教育技術省か ら高等教育部

門を切 り離 して、子 ども関連 の サ
ービス を管轄す

る児童 ・学校 ・家庭省 （Dep 舐 m   t　ibr　 Chil〔iren，
Schools・and ・Families）を設置 した。同省の 2008年

度年次報告書に お ける長期欠席問題 の扱い を見て

み よう。 同報告書 で は、こ の 問題 に関連 して 2 つ

の 表現が なされて い る。1つ は 、persistent　absentees

（常習的欠席者）、もう1 つ は、persistent　tmancy

（常習的怠学）とい う表現で ある。それぞれ の 言

葉 が 登場す る個所を紹介して お こ う。

◆ 出席 と欠席

　常習的欠席者 は往 々 に し て 教育上 の 達成度が 低

い こ とが多い （PersiStent　absentees 　are　more 　likely　to

have　poor　educational 　outcomes ）。し か し、公 立 中等

学校で は、そ の 割合 は 2006− 2007年間に 約 6％減

少 し た。保護 者 は 学齢 期 に あ る子 ど もに対 して フ

ル タ イ ム の 十 分 な 教育 を受 け させ る こ と を保証 す

る責任が ある。

◆ 青少年対策本部　youth〔taskforce

　大半の 青少年は 10代を謳歌 し、成人の 生 活 へ と

順調 に移行 して い く。だ が、
一
部の 子 ど もた ちは、

それ ま で抱 え て い た 問題 を高 じさせ た り新たな問

題 を 生 じ させ た り して、彼らや そ の 保護者たちへ

の サポ
ー

トが必 要 となる。無視で きない 数 の 子 ど

もた ちが ア ル コ
ー

ル や非合法 ドラ ッ グや 常習的な

怠学や そ の 他 の 不 適切 ・非社会的な行動 で トラブ

ル を生 じ させ 、近隣と重大な問題 を生 じさせ て い

る。

　 こ こ で は、常習的欠席者は学力が低い こ と、あ

るい は 怠学者 が ア ル コ
ー

ル や飲酒などの 問題行動

を生 じ させ る危険性が高い こ とが 指摘され て い る。

　 こ うした理解の 枠組み と比 較す ると、90年代 の

日本の 不登校理解と対応 が際だ っ た 違 い を示 して

お り、む しろ 近年に なっ て 理解の 共通化が図られ

つ つ あるとも言 え る。不平等問題や子 ど もの 貧困

問題 が諸外国と同様に 日本に も確実に存在する こ

とが理解され る ように な っ た こ とと同様で あ る 。

　なお、脱落型不登校に対 して 、福祉的な支援を

含めて、学校外 の 機関を交えた対応が積極的に図

られつ つ ある現在の動きは、今後積極的にサポー

トして い く必要がある だろ う。

　SSWer は必ず し も順調に 展開 して い るとはい え

ない が 、不登校問題への 福祉的対応 の 必要性は無

視で きない。危惧され る の は、現状認識の変化 に

即 して怠学に対す る懲罰的な観点からの 対応が図

られる こ とで ある。

担当　 1，5，6，7 ：酒井、2 ：保坂、3 ：木村、伊藤 （秀）、

　　　4 ：川畑
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